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1.はじめに 

「バーチャル創造館」とは、学生の①主体性

の向上、②社会との連携、③学習レベルの向上、

④国際連携を目的に、東海大学総合情報センタ

ーが社会に向けて開くポータルサイトで、学生

や教員が作成した作品やレポートなどを公開し

ている[1][2]。公開された作品やレポートは、

学生が学習を深め、さらに良いレポートを書く

ための参考資料になることが想定されている。

また、コンテンツの中には、日本科学未来館と

の連携によって制作された中高生を対象とする

Web 教材もあり、来館者への事前資料となるなど、

多くの人々に自由にコンテンツを利用してもら

うことを想定している。また、社会のニーズや

時代の変化にそって、より良い情報を提供でき

るように、提供されたコンテンツを必要ならば

改変していく必要性もある。そのため、バーチ

ャル創造館プロジェクトでは、教育での利用を

目的とした場合の、コピーレフトに基づいた Web

コンテンツの使用ルール（ライセンス契約）を

造る必要がある。 

本報告では、バーチャル創造館における、教

育利用目的の Web コンテンツの使用ルールにつ

いて、既存のコピーレフトの思想に基づいたラ

イセンスの規約/契約/範囲/制限の調査と総合情

報センターの教員に対して行ったアンケートに

ついての検討を報告する。 

 

2.既存ライセンスの調査 

教育利用目的の Web コンテンツ使用ルールを

検討するにあたって、まず既存のコピーレフト

の思想に基づいたライセンスにはどのようなも

のがあるのか調査検討を行った。 

 

2.1 調査 

（1）調査対象 

GNU[3] 、 オ ー プ ン ク リ エ ー シ ョ ン

（OpenCreation Movement）[4]、自由利用マー

ク[5]、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

（Creative Commons）[6]、MNG プロジェクト

[7][8]の Web ライセンスの調査を行った。 

 

（2）調査結果 

既存のライセンスは、全体的に見ればさまざ

まな範囲に適用することができるが、個々のラ

イセンスでは、対象とするライセンスの範囲が

一部に限られてしまっているものが多い。 

ライセンスは、マークを使用することで自由

に利用してもよいことを表すものと、何を許可

し、何を許可しないのかの著作者の意思表示を

行うものとの 2 種類がある。 

許可項目に関しては、商用利用、複製、改変、

同一条件による頒布などの可否を問うことが共

通している。 

 

表１ 調査結果 

 

調査対象 適用範囲 許可項目 

GNU 

ソ フ ト ウ ェ

ア、文書 

（同一条件に基づく）

複製、頒布、改変の許

可 

オープンクリエー

ション 

音楽 商用・非商用、改変

可・不可、使命表示の

有無、連絡の有無 

自由利用マーク 

動画、音楽以

外の自分で作

った著作物 

プリントアウト・コピ

ー・無料配布、変更、

改変、翻訳などの許可 

クリエイティブ・

コモンズ・ジャパ

ン 

オーディオ、

ビ デ オ 、 画

像 、 テ キ ス

ト、インタラ

クティブ、そ

の他 

帰属、同一条件許諾､派

生禁止、非営利の組み

合わせ 

MNG プロジェクト 

音楽 使用、視聴、鑑賞、改

変、組み込み、（コピ

ーレフトを条件とし

た）複製などの自由 
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3.教員を対象としたアンケート 

既存のライセンスの調査結果を元に、バーチ

ャル創造館のライセンスとして必要と思われる

項目を作成し、コンテンツ制作者別に、どの範

囲でどの項目を許可するかを、コンピュータ関

連の授業を開講している、総合情報センターの

職員を対象に調査した。 
  

3.1 アンケート 

（1）アンケート項目 

①コンテンツ制作者：教員／学生 

②コンテンツ利用先：学内コンテンツとして

／学校・塾など教育関係施設／特定の情報

を提供している個人サイト／教育関係の商

用利用 

③許可項目：転載・コピー可／改変・二次利

用可／再配布可 

④回答方法（アンケート番号）：１.利用を

許可する（条件付の場合は条件も記入）／

２．わからない／３.絶対に許可しない 
  

（2）アンケート結果 

 結果の集計は、Web デザインやコンピューター

ミュージック、ムービーなどの制作を行い、そ

の授業内容に創造的芸術的要素が含まれる授業

（芸術系授業）、情報の基礎的な内容やプログ

ラミングなどの知識や技能を教える授業（一般

系授業）にわけて行なった（回答者数：芸術系

授業 6 名、一般系授業 7 名、合計 13 名）。結

果の一部を表２、表３に示す。 
  

表２ 一般系授業担当教員のアンケート結果 

 

表３ 芸術系授業担当教員のアンケート結果 

① 一般系授業を扱う教員の場合 

学内、教育関係施設においては条件付も含め

て教員制作、学生制作を問わず全てのライセン

スを許可するという回答が半数を超えた。個人

サイトと商用利用に関しては、意見が分かれた。  

② 芸術系の授業を扱う教員の場合 

学内、教育関係施設において教員制作コンテ

ンツに対し全ての項目を許可するという回答が

半数を超えた。各コンテンツ利用先に対しては、

転載・コピーは認める傾向があるが、改変・二

次利用に関しては、「作品」を作っているため

認めない傾向が強い。また、著作者の許可によ

るとする意見も多かった。 

③ アンケート結果の全体を通して 

学内、教育関連施設においては、コンテンツ

制作者を問わず、すべてのライセンスを許可す

る傾向がある。また、個人サイトに関しても、

転載・コピー可は許可する傾向があった。商用

利用に関しては、教員制作コンテンツは転載・

コピー可を許可する傾向にあるが、学生制作コ

ンテンツを含めて、改変・二次利用、再配布は

認めない傾向がある。 
  

4.まとめ 

アンケート調査より、芸術作品とそれ以外の

コンテンツでは許可する項目が異なることがわ

かった。結果を基に教育利用目的の Web コンテ

ンツ使用ルールの確立に向けて更なる検討を行

う必要がある。また、本人の許可によると言う

意見がある一方「著作権に対する認識があいま

いな著作者による著作物に適用するには十分な

検討としっかりとした教育が必要」という意見

もあった。バーチャル創造館では学生が著作権

に関する正しい知識を持った上で教育用にコン

テンツの提供を行うことを想定している。ライ

センスを作るだけではなく、著作権教育のカリ

キュラムの検討もさらに行っていく必要がある。 
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